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提出された意見等の概要とこれに対する考え方 
 

案件名     ：生物多様性ひょうご戦略の改定案 

意見募集期間  ：令和６年 12月 20日～令和７年１月９日 

意見等の提出件数：18件（９人） 

          [県の考え方] 意見反映:６件、本文の趣旨に一致:１件、その他:11件 
 

 項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

1 第１章 

はじめに 

（本文２頁、概要１頁） 

 写真のタイトル「豊かな生

態系が息づく上山高原（新温

泉町）」について、貴重な生物

群落ではあっても、高原単体

で生態系が豊かとまではいえ

ないのではないか。 

１ 〔その他〕 

 本県では、イヌワシをはじめ貴

重な動植物が息づく上山高原に

ついて、後世に残すべき豊かな生

態系を有する地域と位置づけて

おり、原案のままとさせていただ

きます。 

2 第２章 

兵庫における

生物多様性 

１ 兵庫の豊

かな自然環境 

（本文５頁） 

 上郡高原はあまり使わない

名称だが正式名称か。播磨高

原としてはどうか。 

１ 〔ご意見を反映しました〕 

ご意見を踏まえ、より一般的に

使用されている播磨高原に修正

しました。 

3 第２章 

兵庫における

生物多様性 

１ 兵庫の豊

かな自然環境 

（本文５頁） 

 「地形」の記載には、日本有

数のカルデラである「赤穂コ

ールドロン」の話も盛り込ん

ではどうか。 

１ 〔その他〕 

ご意見いただいた「赤穂コール

ドロン」のほか、県内には多くの

特徴的な地質が存在しているこ

とから、「地形」の記載について

は、県民が本県の地形についてよ

り理解しやすい概略的な説明と

しており、原案のままとさせてい

ただきます。 

4 第２章 

兵庫における

生物多様性 

４ 兵庫県版

レッドリスト

にみる生物多

様性の現況 

（本文 12頁） 

サギソウの写真について、

花弁の形が分からない。 

１ 〔ご意見を反映しました〕 

 ご意見を踏まえ、花弁の形が分

かる写真に差し替えました。 

5 第４章 

基本戦略と行

動目標 

３ 基本戦略

の設定 

４ 基本戦略

に基づく行動

目標及び推進

施策 

（本文 24、25頁） 

 基本戦略Ⅰ「豊かな自然環

境の適切な保全」及び推進施

策「地域に根ざした生態系保

全活動の推進」「希少野生動植

物の生息・生育環境の保全」に

ついては、ただ「保全」するだ

けでなく、「回復」「再生」「創

出」などの言葉を入れたほう

がよいのでは。 
 

１ 〔その他〕 

 県では、生態系の健全な回復や

再生、創出への取組を推進してお

り、本戦略における「保全」の意

味合いとしては、単に保護すると

いったことだけではなく、回復や

再生、創出も含めた施策の方向性

を包括して「保全」と表現してい

ますので、原案のとおりとさせて

いただきます。 
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6 第４章 

基本戦略Ⅰ 

行動目標１ 

地域に根ざし

た生態系保全

活動の推進 

（本文 27頁） 

 県内の貴重な植物等の自生

地の保全活動を行う者は県あ

るいは市に対し、保全活動対

象の情報開示をする範囲を許

可申請し、受理後は地元自治

会に理由を説明し、年度末に

県あるいは市は活動者からの

活動報告書等を確認して、情

報開示範囲が適正かを判断

し、不適正な場合は、指導を行

うなどの対応をすべきでは。 

１ 〔その他〕 

 今後とも地域と連携して、貴重

な動植物の保全の重要性につい

て一層の普及啓発を図るほか、地

域における希少種の保全活動を

推進している活動団体における

不適切な対応に対しては、関係法

令のもとに適切な指導等を行っ

てまいります。 

7 第４章 

基本戦略Ⅰ 

行動目標２ 

侵略的外来種

の駆除 

（本文 35頁） 

 外来アリなどの駆除は化学

的防除に頼らざるをえないた

め、化学物質（殺虫剤）製造業

者や防除作業者などとの連携

が不可欠になるため、民間企

業との協働についても記載し

てはどうか。 

１ 〔ご意見を反映しました〕 

 総括文に「企業」と追記しまし

た。いただいたご意見のとおり、

企業も含めて、多様な主体と連携

して対策に取り組みます。 

8 第４章 

基本戦略Ⅰ 

行動目標２ 

侵略的外来種

の駆除 

（本文 35頁） 

 ヌートリアは鳥獣の保護及

び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律の対象になってお

り、容易に駆除ができない。条

例で狩猟免許がなくても駆除

できるようにする又は法律を

改正して同法から本種を除外

してほしい。 

１ 〔その他〕 

 ヌートリアは特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止

に関する法律（以下「外来生物法」

という。）により特定外来生物に

指定されており、市町が策定した

防除実施計画に基づく捕獲を行

う場合には、狩猟免許がなくても

駆除は可能となっています。 

9 第４章 

基本戦略Ⅰ 

行動目標２ 

侵略的外来種

の駆除 

（本文 35頁）  

 特定外来生物のうち動物

（カメやカエル、昆虫など）の

駆除について、命を奪うだけ

でなく、食用としての有効利

用も考えるべきではないか。 

１ 〔その他〕 

 駆除した野生生物を食べるこ

とは、感染症など健康被害への懸

念をはじめ多くの課題があるこ

とから、現状、食材としての利用

推進は考えておりませんが、堆肥

化による農業への利活用なども

含めた防除対策を進めるととも

に、命の大切さを十分認識した上

で防除対策を進めます。 

10 第４章 

基本戦略Ⅰ 

行動目標２ 

侵略的外来種

の駆除 

（本文 37頁） 

 特に警戒が必要な外来種

は、兵庫県独自の条例を設け

て、外来生物法のように規制

をかける、または販売する場

合は許可制にして、違反者へ

の罰則等を設ける必要がある

のではないか。 

１ 〔その他〕 

 規制や販売を許可制にするに

あたっては、相当の科学的根拠等

が必要となるため、特に規制等が

必要な種がある場合には、環境省

に対して外来生物法に基づく特

定外来生物としての指定を求め

てまいります。 
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11 第４章 

基本戦略Ⅰ 

行動目標３ 

野生鳥獣の適

正な保護管理 

（本文 39、42頁） 

 シカの食害が年々ひどくな

っている。高齢化が進む中、集

落や農地の維持が限界にあ

る。行政として地域をしっか

り支援してほしい。 

１ 〔本文の趣旨に一致しています〕 

 シカ対策にあたっては、「第３

期ニホンジカ管理計画」に基づ

き、集落と連携して捕獲強化に取

り組むとともに、ICT 技術を備え

たわなの導入や GISの活用等によ

る捕獲の効率化を進めます。ま

た、人の生活圏との棲み分けを図

るため、集落や農地の周囲への防

護柵の設置などを進めます。 

12 第４章 

基本戦略Ⅱ 

行動目標１ 

里山・里海の

再生 

（本文 44頁） 

 ナラ枯れによる生物多様性

や生態系、森林動態への影響

について触れるべきでは。兵

庫県にはナラ枯れによる被害

はないのでしょうか。 

１ 〔ご意見を反映しました〕 

 本県ではナラ枯れなどから森

林を適切に保全するため、「兵庫

県ナラ枯れ被害対策実施方針」に

基づき、被害樹木の伐倒や駆除な

どの対策を進めている旨を追記

しました。 

13 第４章 

基本戦略Ⅱ 

行動目標１ 

里山・里海の

再生 

（本文 46頁） 

 瀬戸内海は魚介類が減って

きているが、兵庫県だけでの

問題ではないと思う。解決に

向けて広域的な取組が必要で

はないか。 

１ 〔ご意見を反映しました〕 

 瀬戸内海における広域的な対

策については、総括文に「瀬戸内

海沿岸の府県市や（公財）国際エ

メックスセンターなどと連携」す

る旨を追記しました。 

また、本文に記載のとおり、「大

阪湾 MOBAリンク構想」の実現をめ

ざし、大阪府と「大阪湾ブルーカ

ー ボ ン 生 態 系 ア ラ イ ア ン ス

<MOBA>」を設立して豊かな海づく

りに向けた取組を進めます。 

14 第４章 

基本戦略Ⅲ 

多様な主体が

支える基盤の

充実 

（本文 66頁） 

 自然保全への個人活動では

活動資金がない。個人活動者

へ３～５万円／年の助成金を

出してほしい。 

１ 〔その他〕 

 地域には保全活動に取り組む

団体が数多く存在し、県では地域

団体に対する助成制度を設けて

います。 

また、地域の活動団体について

はホームページ「ひょうごの環

境」でも公表していますので、団

体活動への参加をご検討願いま

す。 

15 資料編 （本文 79頁） 

 特定外来生物としてアメリ

カザリガニの記載があるが、

条件付特定外来生物と記載

し、詳細を説明したほうがよ

いのではないか。 

１ 〔ご意見を反映しました〕 

 ご意見を踏まえ、条件付特定外

来生物のアメリカザリガニとア

カミミガメについては、概要を追

加しました。 
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16 全般  是非、戦略を積極的に発信

して、生物多様性や環境保全

の重要性が伝わることを期待

する。 

２ 〔その他〕 

ご意見のとおり、多様な主体に

対して本戦略を環境学習や職場

研修で活用いただき、生物多様性

や環境保全の理解が進むよう、県

民への一層の普及啓発に努めま

す。 

17 全般  戦略を今後に活かすには、

より一層の周知と意識の底上

げをして行動に繋げて行く対

策が求められるため、県民が

さらに積極的に行動出来る仕

組みの構築をお願いする。持

続可能な社会は、先ず企業努

力の推進を促すこと、それに

伴い県民が意識を持つ、がベ

ストの流れであり、一層の取

組を期待する。 

 

１ 〔その他〕 

県では、ひょうごユース ecoフ

ォーラムなどを通じた人材育成

や企業によるＳＤＧｓの取組推

進など、生物多様性保全に向けた

持続的な取組を推進しています。 

ご意見のとおり、今後も、生物

多様性への理解や配慮行動が進

むよう、県民への一層の普及啓発

をはじめ各種施策の充実に努め

るとともに、企業における生物多

様性の保全に向けた取組のさら

なる促進を図ります。 

計 18                 


